
総社市人材育成山本あすなろ基金奨学金 奨学生募集案内 
（令和９年４月入学分） 

 

総社市人材育成山本あすなろ基金奨学金奨学生（第２期生）を募集します。 

 

【趣 旨】 

総社市人材育成山本あすなろ基金奨学金制度は，総社市民の山本啓典氏及び山本紀久子氏

からの寄附金を原資とし，経済的な理由で修学が困難な学生の方を対象として，大学進学を

目指す皆さんを応援することにより，未来を担う人材を育成することを目的とするもので

す。 

 

１ 採用予定人数 

３名（令和９年４月に大学（大学院及び短期大学を除く。）に進学予定の方で下記３の要

件に該当する方） 

 

２ 給付額及び給付期間 

（１）給付額  年額９０万円（１人当たり）※ 給付型の奨学金（返済不要）です。 

（２）給付期間 ４年間（６年制大学に進学の場合も給付期間は４年間です。） 

 

３ 給付要件 

（１）申請日以前１年以上前から，総社市に住所を有し，かつ，在住していること。 

（２）高等学校３学年（中等教育学校にあっては後期課程３学年）１学期又は前期までの全

履修科目について，５段階評価での平均評点が３．５以上又は，高等学校卒業程度認定

試験合格時の評点が全てＢ以上であること。 

（３）父，母又は養育者が，申請者に係る児童扶養手当を受給している方 

（４）令和８年度の市町村民税の所得割が非課税の世帯（※）であること。 

（５）令和９年４月において大学に在学していること。 

（６）世帯（※）の世帯員に市税等の滞納がないこと。 

※ 申請者と児童扶養手当受給者が別世帯である場合には，児童扶養手当受給者の属す

る世帯を含みます。 

 

４ 申込受付期間・書類提出先 

（１）申 込 受 付 期 間  令和８年８月３日（月）～１１月３０日（月）まで 

（２）申込書類提出先  総社市教育委員会 教育部 教育総務課 

総社市中央一丁目１番１号 総社市役所３階 30 番窓口 

電話 0866－92－8353 

 

 



５ 申込書類 

（１）総社市人材育成山本あすなろ基金奨学金給付申請書 

（２）奨学生推薦調書（高等学校又は中等教育学校に在籍されている者のみ） 

（３）成績証明書 

※ 高等学校３学年（中等教育学校後期課程３学年）の１学期（前期）までの全履修科

目の学業成績が反映された成績証明書又は「高等学校卒業程度認定試験」の合格証明

書の写し 

（４）小論文（８００字以内。鉛筆で所定の用紙に書いてください。生成 AI は使用禁止。） 

（５）総社市社会福祉事務所長が発行する「児童扶養手当証書」の写し 

 

６ 申込みから奨学金給付まで 

（１）奨学生の選考 ····· 令和８年１２月に選考委員会を開催します。 

（２）給付の内定 ········· 令和８年１２月末までに選考結果を通知します。 

（３）書類の提出 ········· 令和９年４月上旬を目途に，在学証明書や口座振込依頼書等の書類

を提出していただきます。（振込口座は本人名義に限ります。） 

（４）給付決定 ············ 令和９年４月末日までに，給付日程等について通知します。 

（５）奨学金給付 ········· 前期（４月又は５月）と後期（９月）の年２回に分け，指定口座へ

４５万円ずつ振り込みます。 

（６）継続手続 ············ ２年次以降の大学在学中は，毎年４月に成績証明書（前年度分）と

在学証明書（進級後）を提出していただきます。 

 

７ 注意事項 

（１）本奨学金を御検討の際は，提出書類等の確認のため，事前に窓口へ御相談いただくこ

とをお勧めします。 

（２）市において，給付要件に係る必要な事項を確認できない場合は，申請者において必要

な書類を提出してください。 

（３）給付内定者が大学に進学しなかったときは，内定を取り消します。その状況によって

は，その年度の応募者から繰上内定を行うことがあります。（繰上内定は，給付要件を

満たしている方に限ります。二次募集は原則として行いません。） 

（４）留年・休学・転学した場合又は退学・停学の処分を受けた場合 

① 事実を証する書類を持参の上，その旨を教育委員会に報告してください。 

② 留年・休学・停学の期間中は奨学金の給付を停止します。なお，進級・復学の事実

が確認できたときに給付を再開します。（事実を証する書類を持参の上，その旨を教

育委員会へ報告してください。） 

③ 休学を伴う長期間の留学を計画する際は，必ず事前に窓口へ御相談ください。 

④ 転学又は退学したときは，教育委員会が正当な理由があると認めた場合を除き，転

学又は退学した日の属する年度以後に給付を受けた奨学金を直ちに返還していただ

きます。 


